
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 都市計画の概要 

名   称：新屋地区土地区画整理事業 

決定年月日：昭和２９年７月５日 

決 定 面 積：６２．８ｈａ 

目   的：大正６年から実施された雄物川大改修工事により発展を遂げて

いた茨島工場地帯の隣接地であり、将来的な住宅需要を見込

み、住宅街の整備を目的として昭和２９年に都市計画決定し

たものです。 

２ 都市計画変更の対象区域（未施行区域） 

新屋扇町、新屋表町、新屋比内町および新屋日吉町地内（62.8ha） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

３ 都市計画変更の内容 

 新屋地区土地区画整理事業の未施行区域の廃止 
 

対象区域（未施行区域）  

本市では、長期にわたって未着手となっている土地区画整理事業の

未施行区域について順次見直しを行うこととしており、このたび、

「新屋地区土地区画整理事業」について、その必要性や実現性を検証

し、説明会や意見募集による意見を踏まえ、本市の見直し方針となる

「評価カルテ」を作成したところです。 

評価カルテでは、新屋地区土地区画整理事業の未施行区域を廃止す

る方針としており、このたび、この方針に基づく都市計画変更手続に

着手することとしました。 
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４ これまでの経緯と今後のスケジュール 

今後のスケジュール（予定）は以下のとおりです。 
 

 

今後の手続においては、皆様が秋田市に対し意見を提出できる機会がありま

すので、広報あきたやホームページ等を活用し、適宜周知を行います。 

 

Ｑ．都市計画変更（未施行区域の廃止）を行うことにより、現状の生活環境

に変化はありますか？ 
 

 今回の都市計画変更は、土地区画整理事業の未施行区域を廃止しようとす

るものであり、都市計画変更により現状の生活環境が変化することはありま

せん。 

 

Ｑ．何のために都市計画変更を行うのですか？ 
 

将来的な住宅需要を見込んで都市計画決定された新屋地区土地区画整理事

業は、社会情勢の変化や市街化の進展等によってその必要性が問われており、

長期未着手の状況下では、土地所有者等の関係者が、将来の見通しを立てに

くいという問題もあることから、今回の都市計画変更に至ったものです。 


